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事例3
未経過固定資産税等の取扱い
該当項目： 課税範囲　非課税　免税　納税義務者　仕入税額控除　 

簡易課税　その他

事例の概要

　A社は、自社ビルとその敷地を B社に譲渡し、契約書において固定資

産税・都市計画税の未経過分を買主である B 社が負担することとして、

未経過分の固定資産税・都市計画税をB社から受領しました。

　A社はこの固定資産税相当額について、未経過分の固定資産税等を B

社が負担したものと考え、受領した固定資産税等を租税公課勘定から減額

処理しました。

税務調査官の指摘事項

　不動産売買の際に、売買当事者の合意に基づき固定資産税・都市計画税

の未経過分を買主が負担する場合のその支払は、不動産の譲渡対価の一部

を構成するものであるから、建物に係る固定資産税・都市計画税の分担金

は、建物の譲渡対価として、課税の対象となる。

　なお、土地に係る部分については、土地の譲渡対価として非課税売上げ

となり、課税売上割合の計算において、分母の金額に算入される。

解説

1　未経過固定資産税の意味
　不動産の売買契約において、不動産業者等は前の所有者が支払った固定

資産税等の課税対象期間のうち未経過期間に対応する金額（月割りで計算

する場合が多いようです。）を前の所有者に建物等の購入代金とは別に支

払うこととし、一方、販売に際しては、新たな所有者に対して建物等の譲

渡代金とは別に未経過期間に相当する金額を別途請求することがありま

視されないことが多いですが、消費税を考える上では、改めて消費税の視

点から取引を再検討する必要性が高いと思います。

実務のポイントをつかむ
賃貸人が保証金から充当する原状回復工事費用は、賃貸人が賃借
人から原状回復工事を請け負うことと同様であるから役務の提供
の対価に該当する。
取引当事者間で相殺・差し引きされる金銭について、ネットで考
えずに、総額に引き直して再検討する。
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り、土地や住宅の貸付けに伴うものであれば、非課税売上げになり、事務

所等の貸付けに伴うものであれば、課税売上げとなります。

　しかし、その賃貸借契約等の終了又は一定の期間の経過等に伴い返還す

ることとされているものは、預り金又は仮受金に過ぎないので、資産の譲

渡等の対価には該当しません（消基通 5─4─3）。

2　原状回復工事費用の取扱い
　賃貸借契約に係る建物等を賃借人が退去等する場合には、一般的に賃貸

借契約において明記され、賃借人に原状回復義務を課し、賃貸人が原状回

復工事を行い、原状回復に要した費用を敷金等の預り金から差し引いて収

受する例が多いようです。

　このような賃貸人が行う原状回復工事は、本来賃借人に課された義務で

あり、賃借人が行うべき原状回復に係る工事を賃借人に代わって賃貸人が

行っているものとなります。いわば、賃貸人は賃借人から原状回復工事を

請け負っているのと同様になり、役務の提供の対価に該当します。

　したがって、この事例の返還しなかった保証金については、非課税とな

る居住用マンションの貸付けの対価ではなく、役務の提供の対価として課

税の対象となります。

課非判定に迷うときは、取引の相手方の立場から検討
　消費税は取引に課される税です。取引当事者間でやり取りされる金銭は

もとより、本事例のように相殺あるいは差し引きされるものについても、

どうして相殺するのか、取引の本質を考えてください。

　もし、課非の判断に迷うようなときは、取引の相手方の立場から検討し

てみてください。正しい答えが見えてくることが多いようです。

　法人税や所得税は損益計算を目的としているので、結果において、所得

に影響を与えない限り、差し引きされたり相殺されたりしてもあまり重要

事例2
保証金から差し引く原状回復工事費用
該当項目： 課税範囲　非課税　免税　納税義務者　仕入税額控除　 

簡易課税　その他

事例の概要

　A社は居住用マンションの賃貸を行っています。賃貸借契約において、

保証金を預かっており、賃借人が契約を解除した際には、A社において、

原状回復のための工事を行っており、これに要した費用相当額をその預か

っていた保証金から差し引いて、残額を返還することにしています。

　A社では、住宅の賃貸借契約に基づいて受領するものなので、家賃と

同様に非課税として経理しています。

税務調査官の指摘事項

　賃貸人であるA社が行った原状回復の費用を、賃借人から預かってい

る資金や保証金等から差し引いて受領したのは、賃借人が賃貸借契約にお

いて義務付けられている原状回復義務をA社が代わって行ったものであ

る。

　これは、A社が賃借人から原状回復工事を請け負っているのと同様で

あり、その受領した原状回復工事費用相当額は、非課税となる住宅家賃で

はなく、役務の提供の対価として課税の対象となる。

解説

1　保証金、権利金、敷金等の課税関係
　建物又は土地等の賃貸借契約等の締結や更新等の際に受領する保証金、

権利金、敷金や更新料（更改料を含みます。）のうち、賃貸借期間の経過

その他その賃貸借契約等の終了の前の一定の事由の発生により返還しない

こととなるものは、資産の貸付けの対価なので、資産の譲渡等の対価とな


